北鯖石小学校ＰＴＡ会則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏崎市立北鯖石小学校ＰＴＡ

　　　　　　　　　第一章　名称
第１条　本会は北鯖石小学校ＰＴＡと称し、事務局を北鯖石小学校に置く。

　　　　　　　　　第二章　会員
第２条　本会は北鯖石小学校の児童の保護者・教職員及び本会の目的に賛同するものを会員とする。

　　　　　　　　　第三章　目的
第３条　本会は北鯖石小学校の教育目標に基づき、児童の福祉増進・環境整備、家庭及び地域社会の教育化を図り、北鯖石小学校の教育を振興充実することを目的とする。

　　　　　　　　　第四章　事業
第４条　本会は第３条の目的達成のため、次の事業を行う。
　　　１　児童の福祉増進の事業
　　　２　学校施設及び地域の児童のための施設充実についての協力事業
　　　３　家庭及び社会教育のための事業
　　　４　会員の研修と親睦のために事業
　　　５　その他、目的達成のための事業

　　　　　　　　　第五章　役員
第５条　本会に次の役員を置き、任期は１か年とする。ただし、留任は妨げない。
会長１　副会長２以上　    　　委員若干名
　　　　　会計監査委員若干名　　　　　 幹事若干名
第６条　役員の選出は次のとおりとする。
　　　１　会長は委員会で選出し、総会で承認する。
　　　２　副会長は、新５年生より２名を、学年のPTA会員の互選により選出し、総会で承認する。
（任期２年：１名は来年度の会長となる）
　　　３　会計監査は、新２年生・新３年生の学年委員長が行う。
４　幹事は新４年生より１名を、学年のPTA会員の互選により選出し、総会で承認する。
第７条　役員の任務は次のとおりとする。
　　　１　会長は本会を代表し、会務を統理する。
　　　２　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
　　　３　委員は委員会を構成し、総会提出事項の審議・決定事項の執行・学級ＰＴＡ及び地区ＰＴＡの会務を行う。
　　　４　会計監査委員は会計監査にあたり、その結果を総会に報告する。　
　　　５　幹事は会長の命により会務にあたる。

　　　　　　　　　第六章　機関
第８条　本会を運営するために次の機関を置く。
　　　　総会　　　　委員会
第９条　本会の機関の任務は、次のとおりとする。
　　　１　総会は年１回開き、予算・決算・役員の選出等について審議・承認等を行う。ただし会長又は委員会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
　　　２　委員会は随時開き第７条の３の事項を行う。
　　　３　必要により専門部または機関を置き、会務及び専門事項について審議または決定事項の執行にあたる。

　　　　　　　　　第七章　経費
第10条 本会に要する経費は、会費及び寄付金その他をもってあたる。
第11条　会費は毎年委員会で審議し、総会の承認を求める。
第12条　本会の会計は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

　　　　　　　　　第八章　付則
第13条　本会の会則の改正は委員会で審議し、総会の承認を求めるものとする。
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附則　この会則は令和６年７月１日から施行する。












柏崎市立北鯖石小学校ＰＴＡ役員選考に関する内規
１　この内規は、本会の役員の選出について定めたものとする。
２　役員の選出にあたっては、以下に示す割振りによって行う。
	　
	会　長
	副会長
	幹事
	会計監査
	学年委員（３名）
	地区委員
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３　役員選考委員会
〇役員選考委員会は、当該年度のPTA三役及び４学年の学年委員長をもって構成する。
〇選考委員は守秘義務を負う。
〇役員選考開始期日は、通常の役員改選にあっては１２月１５日より前とする。
また、それ以外の役員改選のときは、会長又は副会長の指示のあった日とする。
４　会長、副会長、幹事、会計監査の選出について
〇副会長のうち１名は、翌年ＰＴＡ会員の承認の上、次年度の会長となる。
〇新５年から副会長２名（任期２年：２年目は会長１名・副会長１名）を、学年のPTA会員の互選により選出する。
〇新４年から幹事１名（任期１年）を、学年のPTA会員の互選により選出する。
〇会計監査は、新２年と新３年の学年委員長が兼任する。

５　学年委員の選出について
〇学年委員各３名を、各学年から選出する。
〇専門部員は、学年委員が兼任する。

６　地区委員の選出について
〇地区委員長１名、地区委員１名を各地区から選出する。
〇地区委員と学年委員を兼ねることはできる。

７　役員選考経過及び結果の報告
〇選考は、①PTA副会長、幹事　②地区委員　③学年委員の順に選考する。
〇役員選考の経過及び結果は、総会で報告する。

８　内規の改正について
〇この内規の改正は、三役会で報告・協議し、総会で承認を得るものとする。

９　申し合わせ事項
〇過去のＰＴＡ会長・副会長経験者は原則として三役（PTA会長・副会長・幹事）役員候補者から除外する。（世帯ではない）

附則　この内規は令和６年７月１日から施行する。





北鯖石小学校ＰＴＡ慶弔規定

第１条　北鯖石小学校児童及び会員について、次のように慶弔規定を定める。

１　見舞金
（１）児童死亡の場合　１０，０００円
（２）会員死亡の場合　１０，０００円

２　その他、前記事項の他に会長が必要と認めた場合は、会長、副会長、事務局で協議の上決定する。

３　この規定の改正は、三役会で協議し改正するものとする。


